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催　

し

施　

設

教
室
・
講
座

●
思
春
期
・
ひ
き
こ
も
り
相
談

▼
日
時　

4
月
16
日
（木）　

午
後
1
時
〜

▼
内
容　

人
と
う
ま
く
つ
き
あ
え
な
い
、

　

仕
事
・
学
校
に
行
け
な
い
、
不
安
・

　

ゆ
う
う
つ
な
ど
の
相
談

▼
相
談
員
　
臨
床
心
理
士

▼
実
施
日　

火
曜
：
午
後
1
時
〜
4
時

　
　
　
　
　

木
・
金
曜
：
午
前
9
時
〜
正
午

▼
対
象
者
　
市
内
在
住
の
生
後
6
カ
月
〜
就
学
前
の
乳
幼
児

▼
費
用　

乳
幼
児
1
人
あ
た
り　

1
，
0
0
0
円
/
回

▼
申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
窓
口
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

▼
定
員　

先
着
8
名
/
日

●
登
録　

利
用
日
前
日
ま
で
に
子
ど
も
と
一
緒
に
教
育
セ

ン
タ
ー
2
階
子
育
て
支
援
課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
（
土

日
祝
・
年
末
年
始
除
く
）。

　
▼
持
ち
物　

保
険
証
な
ど
子
ど
も
の
生
年
月
日
が
確
認
で

　
　

き
る
も
の

■問
・
■申
■込
（市）
子
育
て
支
援
課
　
一
時
預
か
り
担
当
　
☎
8
2
ー
6
1
0
5

児
童
セ
ン
タ
ー
の
一
時
預
か
り
保
育
が

週
2
日
↓
3
日
、
定
員
が
6
名
↓
8
名
に
拡
大

　

午
前
11
時
台
〜
午
後
2
時
台
の
志
染
駅
〜
三
木
駅
間
の
上
下
各
4
便
の
増
便

を
、
社
会
実
験
と
し
て
2
年
間
、
市
の
施
策
に
よ
り
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
同
時
間
帯
の
志
染
駅
〜
三
木
駅
間
の
運
行
は
1
時
間
に
1
便

か
ら
30
分
に
1
便
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

乗
車
機
会
が
増
え
、
よ
り
便
利
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
粟
生
線
を
将
来
に

残
す
た
め
に
も
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

　

ダ
イ
ヤ
は
、
神
戸
電
鉄
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
駅
設
置
の

携
帯
時
刻
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問
（市）
交
通
政
策
課

神
戸
電
鉄
粟
生
線
志
染
駅
〜
三
木
駅
間
の

昼
間
時
間
帯
の
増
便
を
実
施

ぜ
ひ
粟
生
線
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

加
東
健
康
福
祉
事
務
所
で
精
神
保
健
相
談
を
実
施

●
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
相
談

▼
日
時　

4
月
23
日
（木）　

午
後
1
時
〜

▼
内
容　

眠
れ
な
い
、
イ
ラ
イ
ラ
す

る
、
不
安
が
強
い
、
気
分
が
落
ち

込
む
な
ど
、
こ
こ
ろ
の
健
康
に
関

す
る
相
談
な
ど

▼
相
談
員
　
精
神
科
医
師

▼
場
所　

社
総
合
庁
舎
別
館　

▼
申
込
方
法　

電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　

5
月
以
降
の
日
程
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

■問
・
■申
■込
（県）
加
東
健
康
福
祉
事
務
所

地
域
保
健
課
　

☎
0
7
9
5
ー
4
2
ー
9
3
6
7

　4月上旬に予定していた、高齢者や障がいのある方への外出支援のための乗車券な
どの交付は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期することとしました。
　対象の方には、延期のお知らせを送付し、新たな日程が決まり次第、交付申請書を
送付します。
　なお、市役所での受付開始日までは各担当課の窓口にお越しになっても交付できま
せん。ご理解とご協力をお願いします。

●バス･鉄道･タクシーの乗車券など
▼対象者　市内に住所があり、次のいずれかに該当する方
・70歳以上の方（昭和26年4月1日までに生まれた方）
・身体障害者手帳第1種の方
・療育手帳A判定の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方

■問・（市）福祉課（高齢者）
・（市）障害福祉課（障がいのある方）

●神戸電鉄福祉パス
▼対象者　市内に住所があり、次のいずれかに該当する方
・70歳以上の方（昭和26年4月1日までに生まれた方）
・身体障害者手帳第1種の方
・療育手帳A判定の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方

■問（市）交通政策課

●温泉施設等利用助成券
▼対象者　市内に住所がある、70歳以上の方（昭和26年4月1日までに生まれた方）

■問（市）福祉課

バス・鉄道・タクシーの乗車券などの
交付開始時期を延期

延期

▲ホームページ
　はこちら
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